
世田谷区の現況と子ども計画（第２期）
及び子ども・子育て支援新制度の概要

Ⅰ．人口動態、保育・幼児教育事業の供給・利用状況等

Ⅱ．子ども計画（第２期）について

Ⅲ．子ども・子育て支援新制度について
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Ⅰ．人口動態、保育・幼児教育
事業の供給・利用状況について
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＜世田谷区の人口の推移＞
世田谷区の総人口・児童人口ともに増加傾向にあり、特に乳幼児の増加が著しい

＜この５年間の人口の増減（平成２２年⇒２７年）＞
・ 総人口 ２６，９８５人増 ・ ０～５歳の人口 ４，９０４人増
・ ６～１１歳の人口 １，６４１人増 ・ １２～１７歳の人口 ２，４４７人増
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＜世田谷区の人口推計＞

今後５年間の人口推計は、６～１１歳人口は増え、０～５歳、１２～１７歳人口
はほぼ横ばいとの推計が出ているが、平成２７年１月の時点で乖離が生じてお
り、今後の人口動態を踏まえ見直しを行うことを予定している。
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＜年次別出生数と合計特殊出生率の推移＞

出生数、合計特殊出生率ともに近年は増加傾向にある
・ 出生数 ６，２１０人（平成１７年） ⇒ ７，７３１人（平成２５年）
・ 合計特殊出生率 ０．８０（平成１７年） ⇒ １．０４（平成２５年）
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＜出生時の母の年齢別割合の推移＞
３５歳以上で出産する割合が年々増加しており、平成２５年度は全体の
４２．６％を占めている。
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＜乳幼児の養育状況の推移＞
保育サービス（認可保育園・保育室・認証保育所・家庭福祉員）の
入所状況の割合は年々上昇しており、２６年度は全体の３０．４％が
保育サービスを利用している
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＜認可保育園申込者数（４月入園）の推移＞

認可保育園の申込者数は、年々増加しており、平成２７年度は
前年度より812人増の6,175人であった。
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＜保育サービス総定員数の推移＞
待機児の増加に対応するため整備を行い、平成26年度は
1,221名分の整備を行った。
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＜保育サービス待機児の推移＞
未就学児童の増加や保育ニーズの増大により増え続けている

平成27年度は26年度に比べ73人増加した。
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＜幼稚園在籍児童数の推移＞
区内幼稚園の在籍児童数は、長らく減少傾向にあったが平成21年

以降は、増加傾向にある。
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Ⅱ．子ども計画（第2期）（H27～36年
度）について
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子ども計画の基本理念

子どもは、一人ひとりが今を生きる主体であるとともに、

未来の「希望」です。

子どもは、一人の人間としていかなる差別を受けること

なくその尊厳と権利が尊重され、心も身体も健康で過ごし、

個性と豊かな人間性がはぐくまれる中で、社会の一員とし

て成長に応じた責任を果たすことが求められます。

世田谷区は

子どもが健やかに成長・自立でき、

また、安心して子どもを生み、育て、

子育てに夢や喜びを感じることができる地域社会を

区民と力をあわせ実現します。
13



１.計画の位置づけ

世田谷区基本構想・基本計画・実施計画

世田谷区地域保健医療福祉
総合計画

第2次世田谷区教育ビジョン

健康せたがやプラン（第2期）
（母子保健計画を含む）

子ども・子育て支援事業計画

世田谷区子ども条例推進計画

子ども計画（第2期） 関連計画

計画の位置づけ

連携・
整合性

せたがやノーマライゼーションプラン
／世田谷区障害福祉計画

次世代育成支援対策行動計画

等

14



 すべての子どもが、家
庭や地域・他者との
関わりや多様な体験
の中で、本来もってい
る力を存分に発揮し、
喜びをもって健やか
に育っていくまちを目
指します。

 保護者と区民、事業
者等は、すべての子
どもの子ども時代が
豊かなものとなるよう
、見守り支えていきま
す。

２.計画の基本的考え方
(１)目指すべき姿

子どもがいきいきわくわく育つまち

すべての子どもが、家庭や地域・他者との関わり
や多様な体験の中で、本来もっている力を存分に
発揮し、喜びをもって健やかに育っていきます。

事業者
子育て支援者 子ども

保護者

区民

区
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 計画の策定にあたっては、地域の様々な資源が提供する支援が最大限生か
されるよう、つぎの４つの視点をもって検討を行った。

(2)計画策定にあたっての視点

子ども自身や保護者が、当事者として
事業運営や事業の実施主体とどのよう
に関わっていくか。
その仕組みをどのように構築し、支え
ていくか。

当事者の参加・
参画の推進

身近な地域で安心して子どもを生み育て
られるよう、また、すべての子どもの育
ちが子ども自身にとっても保護者にとっ
ても喜びとなるよう、どのように区民・
地域の子育て力を高め、地域の資源を生
かしながら切れ目なく支えていくか。

サービスが量的拡大し、実施主体も多元
化する中で、区が目指すサービスの質や
サービス利用者である子どもの人権や安
全・安心をどのように確保していくか。
また、区が主体となって運営する事業が
果たす役割をどのように位置づけるか。

やがて社会を担うとともに子どもを育
てる立場ともなっていく子どもに対し、
どのような体験が望まれ、どのような
支えや見守りが必要か。若者が直面す
る課題を見据えたとき、その手前でど
のような施策が求められるか。

若者期を見据えた
子育ち支援

区が果たすべき
責任と役割

地域で包括的に支える
仕組みの構築
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子どもが地域の中で主体的に活動できる場や機会を充実させ、すべての子
どもが生きる力を育むことのできる環境を整え、地域・社会を担っていく若者、
大人、親へと成長していくための基礎となる育ちを地域とともに支えます。

３.重点政策

妊娠、出産、子育てにかかる父母の不安感や負担感が増してきており、こうし
た育児不安を抱え込むことは、虐待のリスクを高めることにもつながることから、
妊産婦や子育て家庭に寄り添いながら切れ目なく支える仕組みを身近な場か
ら充実します。

１ 妊娠期から切れ目のない支援・虐待予防

３ 子どもの生きる力の育み

喫緊の課題である保育待機児解消に向けた保育基盤整備を中心として、す
べての子育て家庭を支える基盤の整備・拡充を進めるとともに、保育・幼児教
育の質の確保と向上を図ります。

２ 子育て家庭を支える基盤の整備と質の向上
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４.計画体系

中項目

子育て家庭への支援

身近なつどいの場・気軽な相談窓口の充実

支援が必要な
子ども・家庭のサポート ひとり親・生活困窮家庭等の子どもの支援

保育・幼児教育の充実

子育て力発揮への支援

保育施設、多様な保育の整備・拡充

保育・幼児教育の質の向上

保育と幼児教育の一体的な提供

配慮が必要な子どもの支援

悩みや困難を抱えた子どもの支援

質の高い学校教育の充実 「世田谷９年教育」で実現する質の高い教育の推進

信頼と誇りのもてる学校づくり

子どもが育つ環境整備

子どもの成長と活動の支援
成長と活動の場と機会の充実

子どもの社会への参加・参画の機会の充実

地域の子育て力の向上

社会環境の整備

子どもの権利擁護・意識の醸成

養育困難家庭・要保護児童支援

子どもと親のこころと体の健康づくり

大項目

地域との連携・協働による教育
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５.子ども・子育て支援事業計画（抜粋）
（１）教育・保育事業の需要量見込み・確保方策

●ニーズ調査に基づき利用意向率を算出

０～２歳保育希望 ３～５歳保育希望 ３～５歳幼稚園希望

４４％ ４３％ ２８％

対象：０～９歳の子どもの保護者
各年齢１，０００人、合計１０，０００人

●ニーズ調査 平成２５年８月実施

推計人口を乗じて各年度の需要量見込みを算出

●平成３１年度需要量見込み

保育０歳 保育１・２歳 保育３～５歳 幼稚園３～５歳

２，９１１人 ６，５５６人 ９，２６２人 １２，１４７人

●平成３１年度確保の内容

保育０歳 保育１・２歳 保育３～５歳 幼稚園３～５歳

２，２５６人 ７，８８２人 ９，７７３人 １３，４４６人 19



（２）子ども・子育て支援事業の需要量見込み・確保方策

①利用者支援事業

子どもまたはその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て

支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関

との連絡調整等を実施する事業です。当面の間、各地域2ヶ所にセンター機能

を担う1ヶ所を加えた11ヶ所を需要量見込みに設定し、確保を目指します。

27年度は、各地域の子ども家庭支援センター5ヶ所に加え、ひろば事業実施
場所でのひろば型１ヶ所とセンター機能１ヶ所で実施予定です。

25年度実績 27年度 31年度

需要量見込み １１ヶ所 １１ヶ所

確保の内容 ５ヶ所 ７ヶ所 １１ヶ所
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（２）子ども・子育て支援事業の需要量見込み・確保方策

②地域子育て支援拠点事業

世田谷区ではひろば事業として児童館や地域の施設で実施しています。子

育て中の親子が気軽に立ち寄り、交流できるひろばで、子育て相談や子育て

情報の提供を通して、子育てに対する不安の解消や負担感を軽減し、地域の

子育て支援機能の充実を図る事業です。

25年度実績 27年度 31年度

需要量見込み（人日） ３３３，６０８ ３３３，０１９

需要量見込み（ヶ所） ５２ヶ所 ５２ヶ所

確保の内容 （ヶ所） ３８ヶ所 ４４ヶ所 ５２ヶ所
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（２）子ども・子育て支援事業の需要量見込み・確保方策

③一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業
家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、保育所その
他の場所において、一時的に預かる事業です。子育て中の親のリフレッシュ等育児負
担の軽減を図るため、理由を問わずに子どもを短時間預かる事業（ほっととステイ）を含
みます。

ファミリー・サポート・センター事業は、児童の預かり等の援助を受けたい方と援助を行
いたい方との相互援助活動に関する連絡・調整を実施する事業です。

就学前児童 25年度実績 27年度 31年度

需要量見込み（人日） １９１，０９０ １９１，２４３

確保の内容（一時預か
り）

９９，０５０ １３９，２５０ １９０，２５０

確保の内容（ファミサポ） （１５，１８３） １６，７０１ ２２，７７５

就学児童（ファミサポ） 25年度実績 27年度 31年度

需要量見込み（人日） ４１，６３６ ４５，９２０

確保の内容 （人日） （３，１３８） ３，４５１ ４，７０７ 22



Ⅲ．子ども・子育て支援新制度について
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＜ 施設型 ＞ 東京都の認可

幼 稚 園 ３歳～５歳

保 育 所 ０歳～５歳

認定こども園 ０歳～５歳

＜地域型保育事業＞ 主に０歳～２歳 区の認可

家庭的保育事業 定員５人以下

小規模保育事業 定員６人～１９人以下＊C型は～10人

事業所内保育事業 従業員の子と地域の子を一緒に保育

居宅訪問型保育事業 保護者自宅内で１対１の保育

１ 新制度における教育・保育施設・事業の概要
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＜地域子ども・子育て支援事業＞

①利用者支援事業
②時間外保育事業
③放課後児童健全育成事業（学童クラブ）
④子育て短期支援事業（ショートステイ事業）
⑤乳児家庭全戸訪問事業（乳児期家庭訪問事業）
⑥養育支援訪問事業
⑦地域子育て支援拠点事業（ひろば事業）
⑧一時預かり事業
⑨病児・病後児保育事業

⑩子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）
⑪妊婦健康診査事業
⑫教育・保育に必要な費用の助成事業
⑬多様な事業者による設置・運営促進事業

26



２ 「認定」制度の導入

新制度の施設や事業の利用にあたり、「認定」を
受ける必要があります。

＜認定区分＞

１号認定 （満３歳以上・教育標準時間認定）

・・・・・幼稚園 認定こども園

２号認定 （満３歳以上・保育認定）

・・・・・保育所 認定こども園

３号認定 （満３歳未満・保育認定）

・・・・・保育所 認定こども園 地域型保育事業
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３ 新たに創設された
地域型保育事業

（１） 地域型保育事業の国の認可基準

32



33



34



（２） 地域型保育事業の区の認可基準
（世田谷区家庭的保育事業等の

設備及び運営の基準に関する条例）

（目的）

区が認可する地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保
育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業）の基準を
定める条例。

（主な項目）・・・下記独自基準以外は国基準と同様

一般原則 連携施設 非常災害への備え 衛生管理 食事の
提供 健康診断 設備・面積基準 職員数 職員の資格要件

（独自基準）

建物の耐震基準 小規模保育Ｂ型の保育士割合(6割以上）
居宅訪問型の事業者・保育従事者要件

35



４ 新たに創設された教育・保育
施設・事業の「確認」制度

（１）国が定める運営基準
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（２）区が定める運営基準
（世田谷区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の
運営の基準等に関する条例）

（目的）

区が子ども・子育て支援給付として確認を行う認可施設（保育
所、区立幼稚園、認定こども園、新制度・幼稚園）や地域型保
育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育
事業、事業所内保育事業）の運営の基準を定める条例。

（主な項目） ・・・下記独自基準以外は国基準と同様

一般原則 利用定員 応諾義務 利用者負担 評価の実施
運営規程 虐待等の禁止 苦情対応 地域連携 事故防止・発
生時対応 会計区分 記録の整備

（独自基準）

事故報告書の提出 施設別経理区分 財務諸表公表 職員
賃金台帳の整備 39



５ その他新制度の実施にあたり
区が定めた条例
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(１)世田谷区放課後児童健全育成事業の設備
及び運営の基準に関する条例

(２)世田谷区支給認定及び保育所等の利用調
整等に関する条例

(３)世田谷区保育料条例
(４)世田谷区立幼稚園保育料条例



（１）世田谷区放課後児童健全育成事業の設備
及び運営の基準に関する条例

（目的）

放課後児童健全育成事業（学童クラブ）の設備と運営の基準
を定める条例。

（主な項目）

一般原則 設備・面積基準 開所時間 運営規程 苦情対応
保護者との協力 事故発生時対応
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（２）世田谷区支給認定及び保育所等の利用調整
等に関する条例

（目的）

子ども・子育て支援給付の対象となる施設や事業を利用する
にあたり、区が行う支給認定の根拠、また、施設や事業の利用
調整の根拠を定める条例。

（主な項目）

支給認定の根拠 利用調整の根拠

42



●利用調整基準について

＜基本的な考え方＞

長年にわたる積み上げの中で運用されてきた現行の入園選

考基準（実施基準、調整基準、同一指数世帯の優先順位）を

基本として、新制度のしくみに伴う事項やこれまで寄せられた

意見・要望を踏まえ、変更を行う。

○主な修正箇所（世帯単位から児童毎に変更）

①保育の利用基準・指数

・保育の必要性認定の最低基準 月４８時間以上の就労

・「日中保育」の「日中」は削除

・「災害及び求職」要件による利用期間 最長で就学前まで

②調整基準・指数

・同居の祖父母（６０歳未満）→（６５歳未満）
43



・有償受託の加点（現在、＋６）

０歳児クラス申込みの場合 ＋５

１～５歳児クラス申込みの場合 ＋６

・利用年齢に上限がある地域型保育事業等の卒園児

（受け入れできる連携施設がある場合を除く） ＋２０

・認定こども園在園児で１号から2号に変更になる場合
＋２０

・勤務実績と収入実績の整合がない場合 －１０

・正当な理由なく保育料を3ヶ月以上滞納している場合
－２０

③同一指数児童の優先順位

・3歳児の地域型保育事業等卒園児、居住期間を追加
④育児短時間勤務の継続等による退園ルールは撤廃
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（３）世田谷区保育料条例
（目的）

新制度の子ども・子育て支援給付の対象となる施設や事業を
利用するにあたっての利用者負担である保育料等について定
める条例。

（主な項目）

保育料額（月額） 保育料額の決定方法 減免となる場合の
要件 区立保育園の延長保育料 等

45

（４）世田谷区立幼稚園保育料条例
（目的）

区立幼稚園の保育料について定める条例。

（主な項目）

保育料額（月額） 保育料額の決定方法 減免要件 預かり
保育料 等



◆保育料に関する基本的な考え方◆

（1）応能負担の原則のもと、1号認定の保育料は現行の私立保
育園の保育料や負担軽減の水準をもとに設定した。ただし、

区立幼稚園は現行水準を上限とした。

（２）保育認定の2・3号の保育料は、所得階層区分を住民税の
所得割課税額を基本とする区分に変更する。保育料額は現

行を継承した。

（３）旧年少扶養控除による再計算の取り扱いは行わない。

ただし、在園児に限り当面再算定を継続する。

（４）保育短時間認定の保育料は、約1.7％マイナスの額とした。
（５）多子軽減は現行を継続した。

（６）年度途中の切り替えは、毎年9月（全国一律）とした。
（７）施行は、平成27年4月1日。
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子ども・子育て応援都市宣言

47

 世田谷区は、平成２７年３月３日、同年４月に世田
谷区子ども計画（第２期）及び子ども子育て支援新
制度が始まる節目にあわせて、区民と力をあわせ
て「子どもがいきいきわくわく育つまち」を築いていく
基本姿勢を明確にするため、子ども・子育て応援都
市宣言を行いました。

 宣言では、「今をきらめく宝」である子どもたちが「の
びのびと安心して育つ環境」をつくるため、区が「区
民と力をあわせて、子どもと子育てにあたたかい地
域社会」を築くことを掲げています。

Ⅳ．その他の取組み



世田谷区保育の質ガイドライン
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【記載概要】
（1）子どもの権利を守ることへの配慮
（2）保育実践力・問題解決力の高い人材育成
（3）子どもが快適に生活できる保育環境の設定
（4）子どもの発達を理解し個々の状況に応じた保育計画を立て、保育集
団で振り返りを行い明日の保育に反映させる。
①生活と遊びを通した教育
②適切な食生活・食習慣の定着、食育の推進
③心身ともに健やかに成長できる健康観察と衛生管理
(5)安全管理
(6)保護者支援・地域の子育て支援
(7）民主的な園運営と健全な事業経営

「子どもを中心とした保育」を実践するための基本的な指針として、
行政や事業者の責任や役割を定めるとともに、保護者の参加・参画
の推進や地域資源を活用した包括的な支援の仕組みの構築による
保育の質の向上をめざして策定された。

ガイドラインの活用により、保護者、事業者、区民と共通理解を深め、
ともに保育の質の向上に取り組みます。


